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　本町では、総合的かつ計画的な行政の運営を図ることを目的に本町を取り巻く環境
に応じた「総合計画」を策定し、これを本町の最上位計画と位置付け、町政運営を進
めてきました。
　平成23年８月１日の、地方自治法の一部を改正する法律（平成23年法律第35号）
の施行により、法律による基本構想の策定義務はなくなりましたが、今後も本町の中
長期的な将来像と、それにむけた町政運営の方針を明らかにした最上位計画となる
「総合計画」は不可欠であるとの認識に立ち、平成28年度（2016年度）に計画期間
の終了を迎える川西町第２次総合計画に引き続き、この度川西町第３次総合計画を策
定しました。

　本計画の策定にあたっては、地方自治の本旨に即して、町政運営に住民の意見を最
大限反映するとともに、住民主体のまちづくりの一層の進展を目指す観点から、住民
の皆様からのご意見や学識経験者等の専門的な立場からの提言などを十分に踏まえ、
計画の策定にあたりました。

①	総合計画の位置付け

②総合計画の策定体制

川西町第３次総合計画 Ⅰ 総論
（1）	総合計画とは 総合計画とは、行政運営の総合的な指針であり、

地方自治体が策定する全ての行政計画の基本となるものです。

写真：住民ワールドカフェの様子
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（2）	総合計画の構成と期間

川西町第３次総合計画 Ⅰ 総論
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現在の川西町

■ 基本構想および基本計画の関係図

10年後の川西町

前期基本計画
（５年間）

後期基本計画
（５年間）
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目
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（3）	川西町の特徴 本町は、様々な特性や資源を持つまちです。今後のまちづくり
に生かすべき代表的な特性をまとめると以下のとおりです。

川西町第３次総合計画 Ⅰ 総論

　本町は、奈良県北部に広がる奈良盆地のほぼ中央に位置し、東は天理市、西は北葛
城郡河合町、南は磯城郡三宅町、北は生駒郡安堵町、大和郡山市に接しています。町
域は、東西約3.4㎞、南北約1.9㎞、面積5.93㎢、奈良県下39市町村のうち３番目に
小さい町です。
　また、町名に「川」の字があるように４つの川が一同に集結し大和川に注ぐ水辺の
里であるとともに、町内には美しくのどかな田園空間も広がり、豊かな自然にあふれ
ています。

　本町は、近鉄やJRを利用して大阪市内や奈良市内へ比較的短時間で行くことが可
能であることから、昭和40年代に現「結崎団地」地域および「結崎南団地」地域の
開発が行われ、人口が急増しました。また、同時期に「結崎工業団地」および「唐院
工業団地」の誘致を行った結果、複数企業が集まり、多くの製造品を出荷しています。

　本町は、東西に走る県道天理王寺線、南北に伸びる県道大和郡山広陵線が町内交通
の要となっており、西名阪自動車道大和まほろばインターチェンジの開通、町内東部
を走る京奈和自動車道や国道24号大和御所道路の整備により、町外への移動時間の
短縮、道路渋滞の緩和が期待されます。また、下水道普及率は平成26年度末現在
99.8％に達し、奈良県下39市町村中、第１位となっています。

コンパクトで自然豊かなまち

立地環境に恵まれたまち

都市基盤が充実したまち
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　本町は、島の山古墳や太子道（筋違道）などの文化遺産が存在することから、古代
からの歴史を有することが推測され、富貴寺、光林寺、比売久波神社、糸井神社およ
び六県神社の御田植祭（子出来オンダ）など多くの国や県指定の文化財を有しており、
中世においても人々の文化が活きづいていたことが感じられます。また、観世流発祥
に縁のある面塚や太子道沿いに安置されている油掛地蔵に見られるように伝説を有す
る史跡が町内にあるなど、多彩な歴史資源が町内に点在しています。

　地場産業の代表的なものとして、明治時代に製造が始まった貝ボタンがあり、合成
樹脂製ボタンの台頭があったものの、現在では付加価値の高い商品として再注目され、
全国トップシェアを誇る本町の特産品となっています。
　また、農作物では、市場流通に適さないとの理由で一時衰退しましたが、大和野菜
の雄として栄えた結崎ネブカも本町の特産品として知られており、近年地元農家や商
工会、奈良県農協の取組により大和を代表する伝統野菜として市場に復活しています。

多彩な歴史資源を有するまち

特徴的な地場産業を有するまち
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（1） 体系図

川西町第３次総合計画 Ⅱ 基本構想川西町第３次総合計画 Ⅱ 基本構想
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　まちの将来像は、本町のまちづくりにおいて、最も重要であり、住民と行政が共に

同じ方向を向いて行動するための「まちの姿」を表現しています。

　本町の将来像は、住民参画の手法によって、様々な立場の方からご意見をいただき

策定しています。本町が現在持っている資源やよいところを活かしながら、多くの住

民の方の将来への思いとして「安心・安全」「教育」「文化」「コミュニティ」のキーワー

ドが出されており、これらを中心に構築しました。

　「災害・防犯」に強く、子どもからお年寄りまで多様な世代が安心を感じるまち、

子育てや教育が充実することにより、子どもと共にすくすくと成長するまち、また、

人だけでなく雇用の場である企業も成長できるまち、そして自助・共助の精神で支え

合い、豊かな文化の中でつながりを大事にするまちを将来像としています。

（2） まちの将来像 本町の将来像を次のように掲げます。

安心　すくすく
豊かな心を育む

川西町第３次総合計画　15

Ⅱ 

基
本
構
想

（
１
︶
体
系
図　

／　
（
２
︶
ま
ち
の
将
来
像



　

 

　
　

　
　
　

川西町第３次総合計画 Ⅱ 基本構想

　まちづくりの基本理念とは「まちの将来像」と将来像達成に向けた大局的な方向性
「まちづくりの基本方針」とを結びつける重要な概念です。本町に関わるすべての人
（住民、企業、団体、行政など）がまちづくりの基本理念を常に意識し共有すること
で、「まちの将来像」達成に向けた大きな推進力となると考えます。
　川西町第３次総合計画のまちの将来像「安心　すくすく　豊かな心を育む　“かわ
にし”」の達成のために、まちづくりに関わる全ての人の共通理念や共通価値として、
次の三つを掲げます。

●　にぎわい
人・企業によって本町に「にぎわい」がもたらされることを基本理念の一つとします。本町は、奈良

盆地の中心にあることや交通の便が良いこともあり、特色豊かな企業が多数立地しています。この環

境の中で、子どもや若い世代からお年寄りまで、多様な世代の人々が、企業と共に持続的に活力のあ

るまちの中で生活している様子を表しています。

●　やすらぎ
様々な場面での安心を確立することにより、永続的な「やすらぎ」を生み出すことを基本理念の一つ

とします。大都市へのアクセスが良い一方で、豊かな自然環境が残る本町の環境面での特色を活かし、

安心して子育てができる環境、安心して暮らせる様子を表しています。

●　つながり
多様な世代、多様な組織が共に助け合う精神を持ち、その「つながり」を大事にし、町内全体に広げ

ていくことを基本理念の一つとします。世代間を越えたつながり、コミュニティの中でのつながり、

コミュニティを超えたつながりのほか、企業と行政、住民と行政のつながりが構築されていく様子を

表しています。

（3） まちづくりの基本理念

まちの将来像と

まちづくりの基本理念の概念図

●いきいきと人が生活できる
●立地する企業が育つ
●人・企業がもつ活気を
　継続させる

●安心して子育てできるまち

●安心して暮らせるまち

●多世代のつながり、共助による安全の基盤づくり

●企業と行政のつながり、住民と行政のつながり

安心 すくすく

豊かな心を育む

“かわにし”

つながり

にぎわい やすらぎ
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　本町の総人口は1995年まで増加していましたが、1995年をピークに減少に転じ、

2010年には9,000人を下回っています。

　国立社会保障・人口問題研究所が発表している『日本の地域別将来推計人口』（2013

年3月推計）によると、今後も総人口の減少傾向は変わらず、本町においても2060

年には3,937人になると見込まれています。

　昨年度策定した川西町人口ビジョンや総合戦略では、2060年の目標人口として

6,000人以上を目指すことを掲げ、企業誘致、子育て、福祉および住宅施策など各分

野における施策の実施に力を入れていきます。

　10年後の2026年における目標人口として、2015年以降の人口推計を総合的に勘

案し、7,800人以上を目指します。

（4） まちの将来人口

川西町第３次総合計画　17
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川西町第３次総合計画 Ⅱ 基本構想

　本基本構想は、本町のまちづくりの指針となるものであり、社会環境の変化に対応

し、まちの将来人口の目標を目指すとともに、住民と行政が協働してめざす都市の姿

を明らかにするものです。目指すべきまちの将来像を達成するために、まちの方向性

や柱となる基本方針を次のように設定します。

1．人・企業にとって魅力あるまちづくり

　本町は奈良盆地のほぼ中央に位置し通勤通学にも便利なまちであり、現在進行中の

道路網の整備により交通アクセスは更に飛躍的に向上することが期待されます。

　また、島の山古墳や太子道（筋違道）などの文化遺産、地場産業である貝ボタンな

ど、本町として誇るべき資源を有しています。

　これら恵まれた資源に加え、インフラ面でも下水道がほぼ100％普及しているほか、

工業団地の整備、結崎ネブカのブランド化といった取り組みも進めてきました。

　今後は、重点課題として更なる企業誘致や工業団地の拡張、駅前開発に取り組みつ

つ、島の山古墳などの歴史的資産の整備を行い、人・企業を積極的に呼び込む魅力あ

るまちづくりを目指します。

2．子どもや子育てしている人にとってやさしいまちづくり

　まちづくりの原点は「人づくり」です。そして、子どもは地域の「宝」です。

　本町は、子育て支援センター、学童保育所および地域に開かれた学校づくりを目指

した幼稚園や小学校など充実した施設を有しています。また、子ども医療費の助成拡

大や予防接種の助成、川西町版ネウボラ（※）などに取り組み、やさしいまちづくり

を目指しています。

　今後は教育力や学力の向上にむけた更なる取り組みにも重点を置きながら、子ども

や子育ての観点からまちづくりの見直しを継続して行い、子どもたちが健やかに育つ

仕組みを整えます。

① まちの基本方針

（5） まちづくりの基本方針

※�ネウボラ：フィンランドの子育て家族支援活動。直訳すると「相談やアドバイスの場」という意味
になり、妊娠から出産、子どもが就学するまでを切れ目なくサポートする仕組みのこと。

18
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3．安心して暮らせるまちづくり

　防災や防犯の面から安心して暮らせることは、町民共通の願いです。

　町内や近接する周辺市町には医療機関が比較的多く立地しており、生活の基盤を支

えています。

　また、町民の生活を守るため、地域防災計画の見直しを実施しました。従来からの

消防団活動に加え、自主防災組織や「見守り隊」の設立、防災無線の配備などは、こ

れまで本町が安心して暮らせるまちを目指し、取り組んできた成果です。近年では、

コミュニティバスの運行や、避難誘導灯の整備などにも取り組みました。

　今後は、公共交通機関の維持にしっかり取り組みながら、地域包括ケアやボランティ

ア育成、災害情報の伝達確保、道路の維持補修など、多角的な課題に対応することで、

防犯防災体制の強化、高齢者や障がい者が安心して暮らせる地域福祉のまちづくりに

取り組みます。

4．地域と共につくるまちづくり

　多くの方々の声が届き、それを形にできる行政に取り組みます。

　本町はこれまでにタウンミーティング等を実施してきました。また、自治会などの

住民団体や川西スポーツクラブなどのNPO法人などからも意見をいただく場を設け、

共にまちづくりを行ってきました。本町の最上位計画である本計画策定においても、

住民ワールドカフェやアンケートを実施し、さまざまな声もしっかり反映させています。

　また、水道の広域連携や天理市との定住自立圏構想（※）に向けた取り組みを実施

するなど、効率的な財政運営を目指しています。

　今後は、行政職員の育成、定員管理および本町の知名度アップのためのプロモーショ

ン活動など具体的な施策を進めるとともに、行政の透明性を向上させ、開かれたまち

づくりを促進するよう、住民のみなさまと共に取り組んでいきます。

　本基本構想は、本町のまちづくりの指針となるものであり、社会環境の変化に対応

し、まちの将来人口の目標を目指すとともに、住民と行政が協働してめざす都市の姿

を明らかにするものです。目指すべきまちの将来像を達成するために、まちの方向性

や柱となる基本方針を次のように設定します。

1．人・企業にとって魅力あるまちづくり

　本町は奈良盆地のほぼ中央に位置し通勤通学にも便利なまちであり、現在進行中の

道路網の整備により交通アクセスは更に飛躍的に向上することが期待されます。

　また、島の山古墳や太子道（筋違道）などの文化遺産、地場産業である貝ボタンな

ど、本町として誇るべき資源を有しています。

　これら恵まれた資源に加え、インフラ面でも下水道がほぼ100％普及しているほか、

工業団地の整備、結崎ネブカのブランド化といった取り組みも進めてきました。

　今後は、重点課題として更なる企業誘致や工業団地の拡張、駅前開発に取り組みつ

つ、島の山古墳などの歴史的資産の整備を行い、人・企業を積極的に呼び込む魅力あ

るまちづくりを目指します。

2．子どもや子育てしている人にとってやさしいまちづくり

　まちづくりの原点は「人づくり」です。そして、子どもは地域の「宝」です。

　本町は、子育て支援センター、学童保育所および地域に開かれた学校づくりを目指

した幼稚園や小学校など充実した施設を有しています。また、子ども医療費の助成拡

大や予防接種の助成、川西町版ネウボラ（※）などに取り組み、やさしいまちづくり

を目指しています。

　今後は教育力や学力の向上にむけた更なる取り組みにも重点を置きながら、子ども

や子育ての観点からまちづくりの見直しを継続して行い、子どもたちが健やかに育つ

仕組みを整えます。

① まちの基本方針

※�定住自立圏構想：中心市と連携市町村とが相互に役割分担し、連携・協力することにより、地域住
民の暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進することを
目的とする取組のこと。
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川西町第３次総合計画 Ⅱ 基本構想

１．土地利用の基本方針
　土地は、限られた資源であり、町民生活や産業活動等のあらゆる活動の共通基盤で

あることから、その利用のあり方は、まちの発展や町民生活の向上と密接に結びつい

ています。

　本町が目指す「安心 すくすく 豊かな心を育む“かわにし”」の実現に向けて、河

川や緑地等の自然環境等の保全と開発を調和させた総合的、かつ、計画的な土地利用

を推進します。

　人口減少社会に対応するため、日常生活に必要なサービスが住まいなどの身近に存

在する多極ネットワーク型のコンパクトシティの実現を目指し、持続可能な都市経営

を図ります。

２．土地利用の方向性
　基本方針に基づき、第2次総合計画における土地利用の考え方を継承しつつ、2つ

のエリア区分、5つの拠点および2つの軸を設定し、土地利用にかかわる基本的な考

え方を次のとおり定めます。

（1）エリア区分

●市街地エリア

　市街地エリアでは、用途地域や地区計画など土地利用のルールを定め、計画的なま

ちづくりを進めます。

　都市機能を誘導し、集約することにより、日常生活に必要なサービスを持続的に確

保できる市街地の形成を進めます。

●田園居住エリア

　田園居住エリアでは、無秩序な土地利用を防ぎ、優良な農地や豊かな自然環境の保

全と産業の活性化とのバランスを考慮しながら、地域の事情に応じたまちづくりを進

めます。

　自然と農業環境との調和を大切にし、持続可能なコミュ二ティおよび集落の形成を

進めます。

② 土地利用の基本方針
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（2）拠点

●教育交流拠点

　役場を中心とした公共施設、教育施設、文化施設等の集積を維持し、本町の行政サー

ビスと教育文化の拠点としての機能維持および強化を進めます。

●にぎわい交流拠点

　本町の玄関口として、結崎駅周辺地域への交流機能と利便性を高め、商業施設等の

誘導を図ります。情報発信ともてなしの空間となる交流施設や情報発信機能の整備を

進め、都市機能の充実を進めます。

●産業拠点

　既存工業団地の維持を図るとともに、新たな活力の創出に向け、周辺の緑地環境や

景観に配慮しながら、市街地エリアの拡大を視野に入れた産業系土地利用の推進や必

要な基盤インフラ整備を進めるとともに、秩序ある拠点形成を進めます。

●歴史やすらぎ拠点

　島の山古墳をはじめとする歴史資源の保全に努め、歴史および文化的遺産を伝える

場として、生涯学習および観光振興への活用を進めます。

●社会福祉拠点

　保育機能をはじめとする新たな社会福祉機能の集積を図り、多様な住民ニーズに対

応するため、さらなる社会福祉環境の充実を進めます。

（3）軸

●広域連携軸

　県道天理王寺線、県道大和郡山広陵線、県道結崎田原本線、京奈和自動車道および

近鉄橿原線を軸として、隣接する市町村をはじめとする県内外の主要都市間との広域

連携を形成します。

●地域生活軸

　県道大和郡山広陵線、町道結崎線、町道結崎吐田線、町道結崎下永線を軸として、

生活拠点を中心とした地域生活圏の利便性や機能性を確保するため、町内の各拠点や

集落間の地域連携を形成します。

川西町第３次総合計画　21
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　計画を策定した後、進捗管理を行うことは迅速、かつ、効果的な行政経営につなが

ります。そのためにはPDCAサイクルの構築が必要です。Planとして第3次総合計画

を策定、Doとして予算執行の実施、Checkとして施策評価や事務事業評価による検証、

Actionとして行政評価による検証により施策や基本計画等の改善、という一連のプ

ロセスを実行します。

　本町では、施策別の成果指標等を設定し、本総合計画の具体的な施策の取り組み状

況については、定期的に検証するためモニタリングを行います。

　行政評価の実施については、川西町総合計画審議会において、総合計画の進捗管理

に関すること、その他総合計画の推進に関することについて検証し、今後の取組の方

向性について意見又は助言をいただきながら、基本構想を着実に推進していきます。

　今日では、自分の暮らしや地域の暮らしのことは自分たちで決めることが当たり前

になってきています。住民ニーズが多様化しており、行政だけの視点では住民ニーズ

を踏まえた自治体運営や住民サービスが提供できなくなってきているためです。そこ

で、本町では、地域で活動されている住民の声やNPO活動やボランティア活動の方々

の意見に積極的に耳をかたむけ、行政経営に活かしていきます。

　本計画の基本構想の策定において、住民の皆様から将来の本町の姿についてご意見

をいただいた住民ワールドカフェ、結崎駅の周辺整備事業において、結崎駅の未来を

住民の方と真剣に考えるフューチャーセッションといった住民の皆様と共に考える取

組についても引き続き進めていきます。

① 基本構想推進に向けたPDCAサイクル

② 協働の推進

① Plan
（計画）

④ Action
（改善）

② Do
（実行）

③ Check
（評価）

■検証を踏まえた改善
・施策や事務事業
　基本計画等の改善

■予算編成
・基本計画に基づいた
　予算編成

■予算執行
・第３次川西町総合計画
　（基本計画）に沿った
　事務事業の実施

川西町第３次総合計画
（基本構想・基本計画）の策定

■まちづくりの方針作成

■行政評価による検証
・総合計画審議会による施策
　評価、事務事業評価の実施

（6）基本構想の推進
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